
 

瀬戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

平成２３年３月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第５号 

瀬戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条

例 

瀬戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（給与の額） （給与の額） 

第３条 給料月額は、７２２，０００円とする。 第３条 給料月額は、７２４，０００円とする。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 


